
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 し い 認 知 症 観 と は ？ 

 

2024年 1月 1日に施行された認知症基本法に基づき、2024年 12月に【認知
症施策推進計画】が閣議決定されました。 
 
この計画では、認知症当事者の視点に立った基本的施策が制定されています。その
中でも【新しい認知症観】に立ち、国民一人ひとりが、認知症の人が自らの意思によ
って、日常生活・社会生活を営むことができる共生社会を作り上げていく、とされて
います。 
 
【新しい認知症観】は、『認知症になったら何も分からなくなる・できなくなる』という
否定的なイメージではなく、『認知症になっても、一人ひとりが個人としてできるこ
と、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って
暮らし続けることができる』といった考え方です。 
 
仙台市では、新しい認知症観に基づいて、様々な取り組みを行っております。詳細は
地域包括支援センターへお問い合わせくださいませ。 

認知症の方にやさしい地域づくりも地域包括支援センターへご相談を
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出典：仙台市ホームページ 


